
2010 年 11 月 発行登録追補目論見書

バークレイズ・バンク・ピ－エルシー

̶ 売 出 人 ̶

エイチ・エス証券株式会社

バークレイズ・バンク・ピ－エルシー 2017年12月3日満期
オーストラリア・ドル建て ディスカウント社債



 

本社債は、1933 年合衆国証券法（その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」と

いいます。）に基づき登録されておらず、今後登録される予定もありません。合衆国

証券法の登録義務を免除された一定の取引による場合を除き、合衆国内において、

又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売

出し又は販売を行ってはなりません。本段落において使用された用語は、合衆国証

券法に基づくレギュレーション Sにより定義された意味を有しております。 

本社債は、合衆国税法の適用を受けます。合衆国の税務規則により認められた一

定の取引による場合を除き、合衆国若しくはその属領内において、又は合衆国人に

対して本社債の募集、売出し又は交付を行ってはなりません。本段落において使用

された用語は、1986 年合衆国内国歳入法及びそれに基づくレギュレーションにおい

て定義された意味を有しております。 

 

The Notes have not been and will not be registered under the United States 

Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be 

offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit 

of, U.S. persons except in certain transactions exempt from the registration 

requirements of the Securities Act.  Terms used in this paragraph have the 

meanings given to them by Regulation S under the Securities Act. 

The Notes are subject to U.S. tax law requirements and may not be offered, 

sold or delivered within the United States or its possessions or to a United 

States person, except in certain transactions permitted by U.S. taxation 

regulations.  Terms used in this paragraph have the meanings given to them by 

the U.S. Internal Revenue Code of 1986 and regulations thereunder. 

 



 

無登録格付に関する説明書 
（スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ用） 

 

格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業

者の登録制が導入されております。 

これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、

金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととさ

れております。 

 

○登録の意義について 

登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務

管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成

及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、

業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督

を受けておりません。 

 

○格付会社グループの呼称等について 

格付会社グループの呼称：スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「S&P」と

称します。） 

グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン

株式会社（金融庁長官（格付）第５号） 

 

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について 

ス タ ン ダ ー ド ＆ プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.standardandpoors.co.jp）の上段「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」

（http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered）に掲載されております。 

 

○信用格付の前提、意義及び限界について 

S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、

利息や元本が予定通り支払われることを保証するものではありません。また、信用格付は、証券の購

入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもあ

りません。 

信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力

変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 

S&P は、品質および量により信頼しうると判断した情報を利用して格付分析を行っております。し

かしながら、S&P は、提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を

行っておらず、また、格付および格付付与に利用した情報の正確性、完全性、適時性を保証するもの

ではありません。 

 この情報は、平成 22年 9月 30 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その

正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード＆プアーズ・レー

ティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。 

 

以  上 



 

無登録格付に関する説明書 
（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク用） 

 

格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業

者の登録制が導入されております。 

これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、

金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととさ

れております。 

 

○登録の意義について 

登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務

管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成

及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、

業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督

を受けておりません。 

 

○格付会社グループの呼称等について 

格付会社グループの呼称：ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」

と称します。） 

グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：ムーディーズ・ジャパン株式会社（金融庁長官（格

付）第２号） 

 

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について 
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ

（http://www.moodys.co.jp）の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ）にある「無

登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。 

 

○信用格付の前提、意義及び限界について 

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスク

についての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を

期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的

損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクに

ついて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するもの

ではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、い

かなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完

全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行って

いません。 

ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として

行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディー

ズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じていま

す。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性

について常に独自の検証を行うことはできません。 

この情報は、平成 22年 9月 30 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その

正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会

社のホームページをご覧ください。 

 

以  上 



 

【表紙】  
 

【発行登録追補書類番号】 21－外 20－21 
 

【提出書類】 発行登録追補書類 
 

【提出先】 関東財務局長 
 

【提出日】 平成 22 年 11 月 5 日 
 

【会社名】 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 
(Barclays Bank PLC) 
 

【代表者の役職氏名】 グループ財務担当取締役 
(Group Finance Director) 
クリストファー・ルーカス 
(Christopher Lucas) 
 

【本店の所在の場所】 英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス 1 
(1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom) 
 

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 平 川  修 
 

【代理人の住所又は所在地】 東京都港区六本木一丁目 6番 1号 
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 
 

【電話番号】 03-6888-1000 
 

【事務連絡者氏名】 弁護士 飛 岡 和 明 
 同  濱 本 浩 平 
 同  八 巻  優 
 

【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目 6番 1号 
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 
 

【電話番号】 03-6888-1000 
 

【発行登録の対象とした 
 売出有価証券の種類】 

社債 
 
 

【今回の売出金額】 14,188,000 豪ドル（円貨換算額 1,125,675,920 円） 

（上記円換算額は 1 豪ドル＝79.34 円の換算率（2010 年 11 月 1
日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲
値）による。） 

【発行登録書の内容】  

 提出日  平成 21 年 8月 13 日 

 効力発生日  平成 21 年 8月 21 日 

 有効期限  平成 23 年 8月 20 日 

 発行登録番号  21－外 20 

 発行予定額又は発行残高の上限  発行予定額 10,000 億円 

 



 

【これまでの売出実績】 
（発行予定額を記載した場合） 

 

番号 提出年月日 売出金額 
減額による 
訂正年月日 

減額金額 

21－外 20－1 平成 21 年 9 月 4日 450 億円 

21－外 20－2 平成 21 年 9 月 25 日 815,000,000 円 

21－外 20－3 平成 21年 12月 14日 612,000,000 円 

21－外 20－4 平成 22 年 3 月 5日 991,800,000 円 

21－外 20－5 平成 22 年 3 月 16 日 394,000,000 円 

21－外 20－6 平成 22 年 4 月 2日 1,293,000,000 円

21－外 20－7 平成 22 年 5 月 7日 1,310,500,000 円

21－外 20－8 平成 22 年 5 月 25 日 637,000,000 円 

21－外 20－9 平成 22 年 5 月 28 日 1,216,750,000 円

21－外 20－10 平成 22 年 6 月 4日 20,000,000,000 円

21－外 20－11 平成 22 年 7 月 1日 1,101,980,000 円

21－外 20－12 平成 22 年 7 月 1日 21,100,000,000 円

21－外 20－13 平成 22 年 7 月 16 日 317,213,138 円 

21－外 20－14 平成 22 年 8 月 20 日 487,900,000 円 

21－外 20－15 平成 22 年 8 月 27 日 3,120,000,000 円

21－外 20－16 平成 22 年 10 月 1 日 1,367,580,900 円

21－外 20－17 平成 22 年 10 月 7 日 7,000,000,000 円

21－外 20－18 平成 22 年 10 月 8 日 600,000,000 円 

21－外 20－19 平成 22年 10月 26日 500,000,000 円 

21－外 20－20 平成 22 年 11 月 5 日 340,415,000 円 

該当なし。 

実績合計額 108,205,139,038 円 減額総額 0 円 

  
【残額】 
（発行予定額－実績合計額－減額総額） 

891,794,860,962 円 

  
（発行残高の上限を記載した場合）  

番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 
減額による 
訂正年月日 

減額金額

該当なし。 

実績合計額 該当なし。 償還総額 該当なし。 減額総額 該当なし。

 
【残高】 
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 

該当なし。 

  



 

【安定操作に関する事項】 該当なし。 

【縦覧に供する場所】 該当なし。 
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注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 

「発行会社」、「当行」又は 

「計算代理人」           バークレイズ・バンク・ピーエルシー 

「英国」又は「連合王国」      グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 

「円」又は「円貨」         日本の法定通貨 

「豪ドル」及び「セント」      オーストラリア連邦の法定通貨 

 



 

第一部【証券情報】 

 

第１【募集要項】 

 該当なし。 

 

第２【売出要項】 

１【売出有価証券】 

【売出社債（短期社債を除く。）】 

銘 柄 
バークレイズ・バンク・ピーエルシー2017年12月3日満期 オーストラリア・ドル建

て ディスカウント社債（以下「本社債」という。）（注1） 

売出券面額の総額又は売

出振替社債の総額 
20,000,000豪ドル 売出価額の総額 14,188,000豪ドル 

記名・無記名の別 無記名式 各社債の金額 10,000豪ドル 

償還期限 2017年12月3日（ロンドン時間）（以下「満期日」という。）（注2） 

利 率 年0.50％ 

売出しに係る社債 

の所有者の住所及び 

氏名又は名称 

エイチ・エス証券株式会社（以下「売

出人」という。） 
東京都新宿区西新宿6-8-1 

摘 要 

(1) 利払日 

利息は2010年12月3日（以下「利息開始日」という。）（その日を含む。）か

ら満期日（その日を含まない。）までの期間について、上記利率を付し、2011

年6月3日を初回として、満期日（その日を含む。）までの期間、毎年6月3日及び

12月3日（ロンドン時間）（以下「利払日」という。）に、利息開始日（その日

を含む。）又は（場合により）直前の利払日（その日を含む。）から翌利払日（そ

の日を含まない。）までの期間（以下「利息計算期間」という。）について、6

か月分を豪ドルで後払いする。 

利払日が営業日（以下に定義される。）でない場合には、当該利払日は「修正

翌営業日調整」（以下に定義される。）により調整される。但し、かかる調整の

結果、社債権者に対して支払われるべき金額が増額又は減額されることはない。

 

(2) その他 

その他の本社債の条件については、「２ 売出しの条件」を参照のこと。 

 

本社債には格付は付与されない。発行会社の長期債務には、本書の作成日現在、ス

タンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズによりAA-の格付が、

またムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクによりAa3の格付が付与され

ている。上記の格付はいずれも無登録格付である。 
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（注1）本社債は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーにより、発行会社の2010年8月6日付グローバル・ストラクチャード・

セキュリティーズ・プログラム及び下記（注3）に記載のマスター代理人契約に基づき、2010年12月2日に発行される

予定である。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 

（注2）満期日は、修正翌営業日調整により調整される場合がある。 

（注3）本社債は、発行会社、保証会社、計算代理人（以下「計算代理人」という。）としてのバークレイズ・バンク・ピー

エルシー、発行会社としてのバークレイズ・キャピタル（ケイマン）リミテッド、発行・支払代理人兼名義書換代理

人兼交換代理人としてのザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（発行・支払代理人兼名義書換代理人兼交換代理

人としてのザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンを以下「発行・支払代理人」、「名義書換代理人」又は「交換

代理人」といい、文脈上必要な場合は、ルクセンブルク代理人（以下において定義する。）、フランクフルト代理人

（以下において定義する。）及び特定のシリーズの本社債の発行会社により任命されることのある追加の支払代理人

と併せて「支払代理人」といい、また文脈上必要な場合は、ニューヨーク代理人（以下において定義する。）及び特

定のシリーズの本社債の発行会社により任命されることのある追加の名義書換代理人と併せて「名義書換代理人」と

いう。）、ニューヨークにおける登録機関（以下「ニューヨーク登録機関」という。）兼米国における主たるワラン

ト代理人（以下「米国における主たるワラント代理人」という。）兼ニューヨーク市における代理人（以下「ニュー

ヨーク代理人」という。）としてのザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、フランクフルトにおける代理人（以

下「フランクフルト代理人」という。）としてのザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、ルクセンブルクにおけ

る代理人（以下「ルクセンブルク代理人」という。）兼ルクセンブルクにおける登録機関（以下「ルクセンブルク登

録機関」といい、ニューヨーク登録機関と併せて、また個別に「登録機関」という。）としてのザ・バンク・オブ・

ニューヨーク（ルクセンブルク）エスエー、並びに計算代理人としてのバークレイズ・キャピタル・セキュリティー

ズ・リミテッドの間において2010年8月6日付で締結された代理人契約（以下「マスター代理人契約」という。この用

語には、随時更新又は補足される代理人契約を含む。）に従い、マスター代理人契約の利益を享受して発行される社

債券（以下「本社債券」又は「本社債」といい、この用語は、(ⅰ)包括形式により表章される本社債券（以下「包括

社債券」又は「包括社債」という。）に関して、当該本社債券の指定通貨における最低の指定券面額の単位（適用あ

る最終条件書に規定する。）、(ⅱ)包括社債券との交換（又は一部交換）により発行される確定社債券、及び(ⅲ)包

括社債券を意味する。）のシリーズの1つである。 

 本社債券の所持人（以下「本社債権者」という。）及び利付無記名式確定社債券に付された利息の支払のための利

札（以下「利札」という。）の所持人（以下「利札所持人」という。）は、マスター代理人契約及び適用ある最終条

件書の諸条項のすべてについて通知を受けているものとみなされ、それらの利益を享受し、それらに拘束されるもの

である。下記「2 売出しの条件」「社債の要項の概要」における記載の一部は、マスター代理人契約の詳細な条項の

概要であり、その詳細な条項に基づくものである。 

 本社債権者及び利札所持人は、2010年8月6日付で発行会社により発行された約款（Deed of Covenant）の利益を享

受する権利を有する。 

 

「修正翌営業日調整」とは、当該日が営業日でない場合に、翌営業日が当該日となる（但し、それにより翌暦

月にずれ込む場合には、当該日は直前の営業日に繰り上げられる。）調整方法をいう。 

 

２【売出しの条件】 

売出価格 
額面金額の70.94％ 

（注1） 
申込期間 

2010年11月8日から 

2010年11月30日まで 

申込単位 
額面10,000豪ドル以上 

額面10,000豪ドル単位 
申込証拠金 なし 

申込受付場所 

売出人の日本における本

店及び所定の営業所（注

2） 

受渡期日 
2010年12月3日 

（日本時間） 

売出しの委託を受けた者

の住所及び氏名又は名称
該当なし 売出しの委託契約の内容 該当なし 

 

（注1）本社債の申込人は、受渡期日に売出価格を豪ドル又は相当する円貨額にて支払う。 

（注2）本社債の申込及び払込は、売出人の定める「外国証券取引口座約款」（以下「約款」という。）に従ってなされる。

各申込人は、売出人からあらかじめ約款の交付を受け、約款に基づく取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提

出する必要がある。売出人との間に開設した外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、約款の規定に従い本

社債の券面の交付は行わない。 

（注3）本社債は、1933年合衆国証券法（その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。）に基づき登録されておらず、

今後登録される予定もない。合衆国証券法の登録義務を免除された一定の取引による場合を除き、合衆国内において、

又は米国人（U.S. Person）に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行

- 2 -



 

ってはならない。この（注3）において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションＳにより定義され

た意味を有する。 

（注4）本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国の税務規則により認められた一定の取引による場合を除き、合衆国若

しくはその属領内において、又は合衆国人（United States Person）に対して本社債の募集、売出し又は交付を行っ

てはならない。この（注4）において使用された用語は、1986年合衆国内国歳入法及びそれに基づくレギュレーション

において定義された意味を有する。 

 

社債の要項の概要 

１．利息 

(1)    本社債には、年0.50％の利率で、2010年12月3日（以下「利息開始日」という。）（その日を含

む。）から満期日（その日を含まない。）までの期間について、額面に対して利息が付され、かか

る利息は、本社債が（以下に規定されるとおり）発行会社の選択により期限前に償還されない限り、

2011年6月3日（その日を含む。）から満期日（その日を含む。）までの各年6月3日及び12月3日（ロ

ンドン時間）（以下「利払日」という。）に、利息開始日（その日を含む。）又は（場合により）

直前の利払日（その日を含む。）から翌利払日（その日を含まない。）までの期間（以下「利息計

算期間」という。）について、額面金額当たり25.00豪ドルにより後払いされる。利払日が営業日

でない場合には、当該利払日は修正翌営業日調整により調整される。但し、かかる調整の結果、社

債権者に対して支払われるべき金額が増額又は減額されることはない。「営業日」とは、ロンドン、

東京及びシドニーにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払の決済を行い、通常の業務（外国為替

及び外貨預金取引を含む。）を営んでいる日をいう。 

(2)    利息は、毎月30日の12か月で構成される1年360日を基準として計算されるものとし、1か月に満

たない期間は、実際に経過した日数による。但し、1セント未満は四捨五入する。 

(3)    利息は本要項第3項の規定に従って支払われる。利息の発生は、本社債が償還される日（期限前

に償還される日を含む。）に停止する。但し、各本社債の適式な呈示に対し、元本の支払が不当に

留保又は拒否された場合はこの限りでない。 

２．償還及び買入れ 

(1) 満期償還 

   後記の規定に従い期限前に期限前償還、買入れ又は消却される場合を除き、本社債は、発行会社

によって、満期日に、その額面金額で豪ドルにより償還される。 

(2) 発行会社課税事由、通貨障害事由、法の変更、ヘッジ障害及びヘッジ費用の増加の発生後の期限前償還

又は調整 

   発行会社は、「発行会社課税事由」（本要項第5項に定義される。）及び/又は通貨障害事由（以

下に定義される。）及び/又は「法の変更」（以下に定義される。）及び/又はヘッジ障害（以下に

定義される。）及び/又はヘッジ費用の増加（以下に定義される。）が発生した場合、その単独かつ

絶対的な裁量により、以下を行うことができる。 

(a) 計算代理人に、計算代理人の単独かつ絶対的な裁量により、かかる事由が本社債に及ぼす経済的効

果を考慮するため、また当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に

維持するために本要項及び本社債に関連するその他の規定に対して適当な調整を行うことの可否を

判断するよう要請すること。計算代理人が、かかる調整が可能であると判断した場合、発行会社は

かかる調整の発効日を決定し、かかる調整を実施するために必要な手続をとる。発行会社は、調整

の内容及び発効日が決定された後、合理的な範囲で可及的速やかに、本要項第10項に従いかかる調

整について社債権者に通知する。計算代理人が、商業上合理的な結果をもたらし、かつ当該本社債
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を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持することができるような調整を

行うことが不可能と判断した場合には、計算代理人はその旨発行会社に通知し、いかなる調整も行

われない。計算代理人、発行会社又はその他の当事者のいずれも、計算代理人及び/又は発行会社に

よりなされた判断及び/又は調整につき所持人、社債権者又はその他の者に対して責任を負わない。 

(b) 本要項第10項に従い本社債権者に対し10営業日前までに（かかる通知期間を以下「期限前償還通知

期間」という。）取消不能の通知（かかる通知を以下「追加障害事由償還通知」という。）を行っ

た上で、期限前償還通知期間の最終日において「期限前償還額」（以下に定義される。）により当

該シリーズの本社債のすべてを償還すること。 

   「通貨障害事由」とは、任意のシリーズの本社債に関して、一つ又は複数の通貨に影響を及ぼす

事象の発生又はかかる事象の公的な宣言で、決済通貨に関する義務を履行し又はその他の方法でか

かるシリーズの本社債の支払・決済又はヘッジを行う発行会社の能力が著しく阻害され又は損われ

ると発行会社がその単独かつ絶対的な裁量により判断するものをいう。 

   「法の変更」とは、本社債の約定日（2010年10月25日）以降、(A)適用される法律若しくは規則（税

法を含むがこれに限らない。）の採択若しくは公布若しくは変更により、又は(B)正当な管轄権を有

する裁判所、法廷若しくは規制当局による適用される法律若しくは規則の解釈の公表若しくは変更

（税務当局が講じたあらゆる措置を含む。）により、発行会社が、その単独かつ絶対的な裁量にて

(X)発行会社及び/若しくはその関連会社が本社債に関連するヘッジ・ポジションを保有、取得、取

引、若しくは処分することが違法となったか、(Y)発行会社若しくはそのいずれかの関連会社が本社

債に基づく自身の義務を履行する上で負担する費用が著しく増加することになる（租税債務の増加、

税制上の優遇措置の減少、その他の当該会社の課税状況に対する不利な影響による場合を含むがこ

れらに限らない。）か、又は(Z)発行会社若しくはそのいずれかの関連会社が、約定日時点で本社債

及び関連するヘッジ・ポジションに適用される規制上の資本の取扱いに比べて、本社債及び関連す

るヘッジ・ポジションに関して著しく不利な規制上の資本の取扱いの適用を受けると判断した場合

をいう。 

   「ヘッジ障害」とは、発行会社及び/又はそのいずれかの関連会社が、商業的に合理的な努力を尽

くした上で、(A)本社債に関する発行及び自身の債務の履行に係る価格リスクをヘッジするために発

行会社が必要と判断する取引若しくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約若しくは処分

を行うことができない場合、又は(B)かかる取引若しくは資産による利益を換価、回収若しくは送金

することができない事態をいう。 

   「ヘッジ費用の増加」とは、発行会社及び/又はそのいずれかの関連会社が(A)本社債に関する発

行及び自身の債務の履行に係る価格リスクをヘッジするために発行会社が必要と判断する取引若し

くは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約若しくは処分を行うため、又は(B)かかる取引若

しくは資産による利益を換価、回収若しくは送金するために負担する税金、課徴金、費用又は料金

（委託売買手数料を除く。）の金額が（本社債の約定日において存在する状況と比較して）著しく

増加することになる場合をいう。但し、発行会社の信用力の悪化のみを原因として生じた著しい費

用の増加は、ヘッジ費用の増加とはみなされない。 

   「期限前償還額」とは、本社債の期限前償還又は消却に関して、期限前償還又は消却を発生させ

た事由の発生後の当該社債の時価の比例按分額に対して、本社債の期限前償還又は消却にあたり発

行会社により（又は発行会社に代わって）負担される（又は負担されることが予想される）すべて

の費用、損失、経費及びその他の経費（ヘッジ解除費用及び期限前返済手数料を含むが、これによ

り前記を反復又は制限するものではない。）を考慮した調整を行った金額として計算代理人が決定
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した計算金額（額面金額）をいう。計算代理人は、期限前償還額の決定にあたり、実勢市場価格及

び/若しくは独自の価格決定モデルを使用することができ、又は（これらの価格決定方法により商

業上合理的な結果が得られないと思われる場合には、）かかる期限前償還額を商業上合理的な方法

により見積もることができる。期限前償還額は、本社債の期限前償還又は消却を発生させた事由の

発生後、合理的な範囲で可及的速やかに、計算代理人により決定される。計算代理人は、「債務不

履行事由」（以下に定義される。）の発生後のいずれかの時点で期限前償還額を計算する際、かか

る債務不履行事由が本社債の時価に及ぼす影響を無視するものとする。 

(3) 買入れ及び消却 

   発行会社は随時、公開市場その他において、いかなる価格においても本社債（但し、当該社債に

関する満期が到来していない一切の利札が当該社債券に添付されており、又は当該社債券とともに

提出されることを条件とする。）を買入れることができる。 

   前記のとおり発行会社により又は発行会社に代わって買入れが行われた本社債はすべて、これを

満期が到来していない一切の利札とともに発行・支払代理人に提出することにより消却のために提

出することができ（但し、これは義務ではない。）、そのように提出された場合、発行会社により

償還されたすべての本社債とともに、直ちに（当該社債券に添付された、又は当該社債券とともに

提出された、満期が到来していない一切の利札とともに）消却される。前記のとおり消却のために

提出されたあらゆる社債は、再発行又は再販売することはできず、かかる社債に関する発行会社及

び保証会社の義務は免除される。 

３．支払 

 本社債に関する元利金の支払は、以下の規定に従い、米国外に所在する支払代理人の事務取扱店舗にお

いて（元本の支払の場合及び償還後の利息の場合には）当該社債券又は（償還後の利息以外の利息の場合

には）利札（適宜）を呈示及び提出すること（又は、支払われるべき金額若しくは受取可能資産の一部の

支払若しくは交付の場合には、それらに裏書すること）と引き換えに、また当該社債の決済条件に従うこ

とを条件として行われ、(i)支払の場合は、（該当する場合には、非米国実質所有の証明を行うことを条件

として）口座開設銀行宛てに振り出される、関連通貨で支払われる小切手により、又は（所持人の選択に

より）口座開設銀行における当該通貨建ての口座（日本の非居住者に対する円貨での支払の場合、非居住

者口座とする。）への振込みにより、また(ii)交付の場合には、社債権者に通知される方法により行われ

る。 

 無記名式の本社債の所持人は、本項に従ってなされる振込みが支払期日後に当該所持人の口座に到達し

たことによりかかる社債につき支払われるべき金額の受領が遅れたことについて、利息その他の支払を受

ける権利を有さない。 

 本社債券には、発行・支払代理人により又は発行・支払代理人に代わって、当該社債券についてなされ

た各支払及び交付が記録され、かかる記録はその支払又は交付がなされたことの明白な証拠となる。 

本要項において、「支払日」とは、以下の(a)及び(b)の双方を満たす日をいう。 
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(a) (i)社債券（決済済み証券である包括無記名社債券を除く。）が呈示される場所、(ii)ロンドン、

東京及びシドニーにおいて、商業銀行及び外国為替市場が支払の決済を行い、通常の業務（外国為

替及び外貨預金取引を含む。）を営んでいる日。 

(b) 以下のいずれかに該当すること。 

(i) ユーロ以外の通貨で支払われる金額に関しては、当該通貨を使用している国の主な金融センター

において商業銀行及び外国為替市場が支払の決済を行い、通常の業務（外国為替及び外貨預金取

引を含む。）を営んでいる日。 

(ii) ユーロで支払われる金額に関しては、欧州自動即時グロス決済高速振替（TARGET）システムが

稼動している日。 

 本社債又は利札に関する支払期日（疑義を避けるために付言すれば、支払期日は、適用される営業日調

整に従った調整を行った上で決定される。）が支払日でない場合、かかる支払は当該場所における翌支払

日まで行われず、かかる社債の所持人は、かかる支払遅延について追加の支払を受ける権利を有さない。 

 「決済済み証券」とは、関連決済システムの共同預託機関、コモン・セーフキーパー若しくはカストデ

ィアンが保有する、又は関連決済システムのノミニーの名義で登録されている包括社債券である社債券を

いう。 

 なお、当初の発行・支払代理人の名称及びその指定事務取扱店舗は以下に記載するとおりである。 

発行・支払代理人 

ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 

(The Bank of New York Mellon) 

英国 ロンドン E14 5AL ワン・カナダ・スクエア  

(One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom) 

４．本社債の地位 

 本社債及びそれに関する利札は発行会社の無担保かつ非劣後の債務を構成し、本社債間において同順位

である。本社債及びそれに関する利札に基づく発行会社の支払義務は、発行会社のその他の現在及び将来

の無担保・非劣後の債務（強制的かつ一般的に適用される法律の規定により優先権が認められる債務を除

く。）と同順位である。本社債は、発行会社の預金を証明するものではなく、いかなる政府又は政府機関

によっても保証されていない。 

５．課税 

 発行会社又は保証会社が租税に関する源泉徴収又は控除を行うことが法律により要求される場合その他

本要項に開示されている場合を除き、社債権者は、利息の支払、利息額、若しくは本社債の所有、譲渡、

売却、償還、権利執行、消却、又は最終現金決済金額及び/又は期限前現金決済金額及び/又は本社債に関

するその他の支払（適宜）に起因し、又はそれらに関連して支払われるべき一切の租税を支払わなければ

ならない。発行会社又は保証会社（該当する場合）のいずれも、社債権者が負担するかかる租税について

責任を負わず、その他の方法でかかる租税に関する金額を支払う義務を負わない。 

 本社債に関する支払はすべて、英国（又は英国の、若しくは英国内に所在する、課税権限を有する当局

若しくは行政下部機関）により又は英国内で賦課、徴収、回収、源泉徴収又は査定されるあらゆる性質の

現在又は将来の租税に関する源泉徴収又は控除のない状態で、かかる源泉徴収又は控除を行うことなく、

支払われる。但し、かかる源泉徴収又は控除が法律上要求される場合はこの限りではない。 

 前段但書の場合、発行会社は、かかる源泉徴収又は控除の後で社債権者が受領できる純額を、かかる源

泉徴収又は控除が存在しなければかかる社債権者が受領しえた金額と等しくするために必要な追加額（以
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下「追加額」という。）を支払う。前記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、本社債につい

て追加額は支払われない。 

(a) 社債権者が単に本社債又は利札を保有するという事実以外に英国と特定の関係を有することにより

かかる社債について租税の支払義務を負う場合、かかる社債権者又はその代理を務める第三者に対し

ては、追加額は支払われない。 

(b) 社債権者が、法律上の要件を遵守し若しくはかかる要件を第三者に遵守させることにより、又は、関

連する本社債若しくは利札が支払を受けるために呈示された場所において非居住者である旨の申告そ

の他同様の非課税の申請を課税当局に対して行い又はかかる申告を第三者に行わせることによりかか

る控除又は源泉徴収を合法的に回避しえたにもかかわらずそのように回避していない場合、かかる社

債権者又はその代理を務める第三者に対しては、追加額は支払われない。 

(c) 社債券が、かかる支払の最初の支払期日（発行・支払代理人が支払われるべき金員の全額をかかる支

払期日以前に適式に受領していない場合には、かかる金員の全額が適式に受領された日）から30暦日

を過ぎてから支払を受けるために呈示された場合。但し、社債権者が当該社債券をかかる30日間の最

終日に支払を受けるために呈示した場合に追加額を受ける権利を有していたと思われる場合を除く。 

(d) かかる源泉徴収又は控除が特定の個人に対する支払に課されており、欧州理事会指令（2003/48/EC）

若しくは貯蓄所得に対する課税に関する2000年11月26日から27日に開催されたECOFIN理事会の決定を

実施するその他の指令又はかかる指令を実施し若しくは遵守し、若しくはかかる指令に適合させるた

めの法律に従って行う必要がある場合。 

(e) 社債券又は利札が、かかる源泉徴収又は控除が適用されない別の支払代理人に当該社債券又は利札を

呈示することによりかかる源泉徴収又は控除を回避しえた社債権者により、或いはかかる社債権者の

代理人により、支払を受けるために呈示された場合。 

(f) 社債券又は利札の呈示を受ける発行・支払代理人又は支払代理人が満足できる限度で、かかる社債権

者が適用ある証明、身分証明又は報告要件を充足することにより、或いは非居住者である旨の申告そ

の他同様の非課税の申請を関連する課税当局に対して行うことによりかかる源泉徴収又は控除を回避

することができない旨が証明されていない場合。 

 

 かかる源泉徴収又は控除が法律により要求される場合、本社債に関する支払に対する源泉徴収又は控除

の適用は、それが発行会社により、若しくは発行会社のために行われる場合は「発行会社課税事由」とみ

なされる。 

 本要項において(i)「元本」は本社債に関して支払われるべきあらゆるプレミアム、決済金額、及び本要

項第2項に従って支払われるべき元本の性質を有するその他一切の金額を含むものとみなされ、(ii)「利息」

は一切の利息額及び本要項第1項（又はこれに対する変更若しくは補足）に従って支払われるべきその他一

切の金額を含むものとみなされ、(iii)「元本」及び/又は「利息」は本項に基づいて支払われるべきあら

ゆる追加額を含むものとみなされる。 

６．債務不履行事由 

 以下のいずれかの事由が発生し継続している場合、本社債のいずれかの所持人は、かかる社債が、期限

前現金決済金額にて償還されるべき旨を発行・支払代理人に対してその指定事務取扱店舗宛てに通知する

ことができ、かかる社債はそれにより直ちに償還期限が到来する。 

(a) 本社債の利息が支払期日から14暦日以内に支払われていない場合。但し、発行会社は、かかる金額（以

下「留保金額」という。）が強制的な法律、規則又は正当な管轄権を有する裁判所の命令を遵守する

ために支払われなかった場合には、債務不履行とはみなされない。かかる法律、規則又は命令の有効
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性又は適用性について疑義が存在する場合、発行会社は、かかる14暦日の間に独立した法律顧問から

発行会社に与えられた助言に従って行為した場合には、債務不履行とはみなされない。 

(b) 発行会社が本社債のその他の条項に違反した場合で、かかる違反が本社債の所持人の利益を実質的に

損なうものであり、且つ当該違反が、本社債の額面金額又は数（適宜）の少なくとも10分の1を保有し、

違反の治癒を要請する社債権者から発行会社が違反の通知を受領してから30暦日以内に治癒されない

場合。 

(c) 発行会社を清算する旨の命令がなされた場合又はその旨の有効な決議が可決された場合（かかる社債

の所持人の特別決議により事前に承認された条件での再建、合併又は吸収合併の計画に関連する場合

を除く。）。 

７．時効 

 発行会社及び/又は保証会社（該当する場合）に対する、本社債及び/又は利札（本項においては利札引

換券は含まれない。）にかかる支払又は交付に関する請求は、それらについての適切な支払日から10年（元

本の場合）又は5年（利息の場合）以内に行われない限り、時効消滅し、無効となる。 

８．社債券の交換 

 社債券又は利札が紛失、盗失、毀損、汚損又は破損した場合、かかる社債券又は利札は、適用される一

切の法令及び関連証券取引所又はその他の関連当局の規制要件に従って、発行・支払代理人、又は発行会

社が随時かかる目的のために指定し、その指定につき社債権者に通知するその他の支払代理人若しくは名

義書換代理人の指定事務取扱店舗において、交換に関して発生する料金、経費及び租税を請求者が支払っ

た上で、また発行会社が要求する証拠、担保及び補償その他の条件に従って、交換することができる。本

社債券又は利札が毀損又は汚損した場合には、代わりの社債券又は利札が発行される前に当該社債券又は

利札を提出しなければならない。 

９．追加の発行 

 発行会社は随時その自由裁量で、社債権者又は利札所持人の同意を得ることなく、本社債と同様の条件

が適用されるあらゆるシリーズの追加の社債を設定及び発行することができ、かかる社債は当該シリーズ

の社債に統合され、それらとともに一つのシリーズを構成する。 

10．通知 

(1) 社債権者に対する通知 

   社債権者に対するあらゆる通知は、以下のいずれかに従ってなされた場合に、適式になされ効力

を有するものとみなされる。 

 (a) 英国で一般に刊行されている日刊新聞（「フィナンシャル・タイムズ」となる予定）において公

告された場合。この場合、最初に公告された日において通知がなされたものとみなされる。 

 (b) （本社債が関連証券取引所に上場されており、又はその他の関連当局により取引を認められてい

る場合は）関連証券取引所又はその他の関連当局の規則及び規制に従って通知がなされた場合。こ

の場合、かかる規則及び規制に従って最初に送信又は公告がなされた日に通知がなされたものとみ

なされる。 

 (c) 上記で要求されている公告又は郵送に代えて、社債権者に対する通知を関連決済システムに対し

て送付することができるが、適用ある場合には、前(b)項に従って要求される公告その他の要件も遵

守することを条件とする。この場合、（その後の公告又は郵送にかかわらず、）該当する関連決済

システムに対して最初に送信された日において通知がなされたものとみなされる。 
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   前(a)項又は(b)項に従って要求される公告を行うことができない場合、通知は、欧州で刊行され

ているその他の主要な英文の日刊新聞において公告された場合に、その最初の公告日において有効

に行われたものとみなされる。 

   利札の所持人は、あらゆる目的上、本項に従って社債権者に送付された通知の内容について通知

を受けたものとみなされる。 

(2) 発行会社及び代理人に対する通知 

   あらゆるシリーズの本社債について、発行会社及び/又は代理人に対する一切の通知は、マスター

代理人契約に規定された住所に宛てて、又は本項に従って社債権者に送付される通知により発行会

社及び/又は代理人が指定するその他の者又は場所に宛てて送付されるものとする。 

(3) 通知の有効性 

   いずれかの通知が有効であり又は適式に完成され、適切な様式でなされているか否かについての

判断は、発行会社及び関連決済システムにより、発行・支払代理人と相談の上でなされ、かかる判

断は発行会社、諸代理人及び社債権者に対して決定的かつ拘束力を有するものである。 

   無効、不完全又は適切な様式でないと判断された通知は、発行会社及び関連決済システム（該当

する場合）が別途合意しない限り、無効となる。本規定は、新たな又は訂正された通知を交付する

ために通知を交付する者の権利を損なうものではない。 

   発行会社、発行代理人、登録機関又は名義書換代理人は、かかる通知が無効、不完全又は適切な

様式でないと判断された場合には、当該通知を提出した社債権者に迅速にその旨を通知するべく、

一切の合理的な努力を尽くす。自身の側に過失又は故意の不正行為がない場合には、発行会社、関

連決済システム又は代理人（適宜）のいずれも、通知が無効、不完全若しくは適切な様式でない旨

の社債権者に対する通知又は判断に関連して自身が行った行為又は不作為につきいかなる者に対し

ても責任を負わない。 

11．変更及び集会 

(1) 本要項の変更 

   発行会社は、社債権者の同意を得ることなく、本要項に対して、発行会社の単独の意見において

社債権者の利益を実質的に損なわない変更、或いは形式的、軽微若しくは技術的な性質の変更、又

は明白な誤りを訂正するため若しくは発行会社が設立された法域における強制的な法律の規定を遵

守するため若しくは本要項中に含まれる瑕疵ある規定を是正、訂正若しくは補足するための変更を

行うことができる。 

   かかる変更の一切は社債権者に対して拘束力を有し、かかる変更の一切は、本要項第10項に従っ

てその後可及的速やかに社債権者に通知される。かかる通知を送付しなかった或いはかかる通知を

受領しなかったとしても、それらはかかる変更の有効性に影響しない。 

(2) 社債権者集会 

   マスター代理人契約には、特別決議（マスター代理人契約に定義される。）による本要項又はマ

スター代理人契約の変更の承認を含め、社債権者の利益に影響する事項を審議するための社債権者

の集会の招集に関する規定が含まれている。社債権者には、少なくとも21暦日（通知が送付された

日及び集会が開催されることとなっている日を除く。）前に、集会の日時及び場所を明記した通知

が送付される。 

   かかる集会は、発行会社又は当該時点において発行済みの本社債の額面金額の10％以上を保有す

る社債権者により、招集することができる。社債権者集会の定足数（特別決議（以下において定義

する。）を可決するための集会の場合を除く。）は、本社債の過半数（保有又は代表される本社債
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の額面金額又は数量を基準として）を保有又は代表する2名以上の者とする。但し、かかる集会の議

事に（とりわけ）下記(i)乃至(viii)の議案の審議が含まれる場合には、定足数は当該時点において

発行済みの本社債の額面金額の75％以上又は（延会の場合は）25％以上を保有又は代表する2名以上

の者とする。(i)本社債の満期日若しくは償還日、本社債の行使日若しくは失効日、或いは本社債に

関する利息若しくは利息額の支払日を変更すること、(ii)本社債の額面金額若しくは本社債の償還

若しくは行使につき支払われるべきプレミアムを減額若しくは消却すること、(iii)本社債に関する

利率を引き下げ、若しくは本社債に関する利率若しくは利息の金額を算定する方法若しくは基準、

若しくは本社債に関する利息額を算定する基準を変更すること、(iv)適用ある最終条件書に、利率

の上限及び/若しくは下限、若しくは決済金額若しくは受領可能資産の上限及び/若しくは下限が定

められている場合には、かかる上限及び/若しくは下限を引き下げること、(v)決済金額若しくは受

領可能資産を算定する方法若しくは基準を変更すること（要項に定められている変更を除く。）(vi)

本社債の支払通貨若しくは表示通貨を変更すること、(vii)社債権者集会に必要な定足数若しくは特

別決議の可決に必要な過半数に関する規定を変更すること、又は(viii)保証契約を変更若しくは解

除すること。マスター代理人契約には、発行済みの本社債の額面金額の90％以上を保有する所持人

により、又はかかる所持人に代わって署名された書面による決議は、あらゆる目的上、適式に招集

及び開催された社債権者集会において可決された特別決議と同様に効力を有するものとみなされる

旨規定されている。かかる書面による決議は一つの文書として作成することも、同じ形式の複数の

文書として作成することもでき、各文書は1名又は複数名の社債権者により又はかかる社債権者に代

わって署名されるものとする。 

   マスター代理人契約の条件に従い適式に招集及び開催された集会において、かかる集会で投じら

れた票の75％以上の過半数により可決された決議を特別決議とする。かかる集会において適式に可

決された特別決議は、自身が集会に出席していたか否かにかかわらず、償還されていない本社債を

除いて、すべての社債権者に対して拘束力を有する。 

12．諸代理人 

(1) 諸代理人の任命 

   発行・支払代理人、支払代理人、登録機関、名義書換代理人及び計算代理人は、発行会社及び（該

当する場合は）保証会社の代理人としてのみ行為するものであり、社債権者に対していかなる義務

も負わず、また社債権者のために或いは社債権者との間で、代理人又は信託の関係を有さない。発

行会社及び（該当する場合は）保証会社は随時、既に任命した発行・支払代理人、その他の支払代

理人、登録機関、名義書換代理人又は計算代理人を変更又は解任し、追加の又は別の支払代理人又

は名義書換代理人を任命する権利を有する。但し、発行会社が常に、(i)発行・支払代理人1名、(ii)

（記名式社債券に関しては）登録機関1名、(iii)（記名式社債券に関しては）名義書換代理人1名、

(iv)（本要項により要求される場合には）1名又は複数の計算代理人、(v)欧州の主要都市2つ以上に

指定事務取扱店舗を有する支払代理人、(vi)本社債が上場されるその他の証券取引所により要求さ

れるその他の代理人、及び(vii)（上記（v）又は（vi）に従って条件が既に満たされている場合を

除き）EC理事会指令（2003/48/EC）若しくは2000年11月26日から27日に開催されたECOFIN理事会の

決定を実施するその他の指令又はかかる指令を施行若しくは遵守する法律若しくはかかる指令に従

うために導入される法律に従って税金の源泉徴収又は控除を行う義務を負わない、欧州連合加盟国

内に指定事務取扱店舗を有する支払代理人1名を擁していることを条件とする。代理人の解任及び代

理人の指定事務取扱店舗の変更に関する通知は、本要項第10項に従って社債権者に送付される。 
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(2) マスター代理人契約の変更 

   発行会社は、それが社債権者の利益を実質的に損うものでないと発行会社若しくは保証会社が判

断した場合、又はかかる変更が形式的、軽微若しくは技術的な性質のものであるか、明白な誤りを

訂正するため、適用法の強制的な規定を遵守するため、或いはマスター代理人契約に含まれる瑕疵

ある規定を是正、訂正若しくは補足するために変更が行われる場合に限り、マスター代理人契約の

変更を認め、又は同契約に対する違反若しくは違反の予定、若しくは同契約の不遵守を宥恕若しく

は承認することができる。 

   かかる変更は社債権者に対して拘束力を有し、変更後可及的速やかに本要項第10項に従って社債

権者に通知される。但し、かかる通知が送付されなかった又は社債権者により受領されなかった場

合でも、かかる変更の有効性又は拘束力に影響を及ぼすものではない。 

(3) 発行会社、保証会社及び諸代理人の責任 

   発行・支払代理人及び計算代理人（場合に応じて）は、本要項に基づいて行なわれた計算及び決

定又は行為の誤り又は懈怠について、いかなる者に対しても責任又は債務を負わず、かかる計算及

び決定はすべて（明白な誤りの場合を除く。）、発行会社、保証会社、諸代理人及び社債権者に対

して最終的で拘束力を有するものとする。 

   発行会社、保証会社又はいずれの代理人も、（国内外の）法律の制定、（国内外の）公共機関の

介入、戦争、ストライキ、封鎖、ボイコット、ロックアウトその他同様の事象又は状況に起因する

損失又は損害につき、責任を負わない。ストライキ、封鎖、ボイコット及びロックアウトに関する

責任の制限は、当事者のいずれかがかかる措置を講じた場合又はそれらの対象となった場合にも適

用されるものとする。発行会社、保証会社又は代理人はいかなる場合でも（自身の側に詐欺行為が

あった場合を除く。）、社債権者が被った損失、損害、債務、費用、請求、訴訟又は要求につき、

社債権者に損害賠償金を支払う義務を負わない。また、発行会社、保証会社又は代理人はいかなる

場合でも、逸失利益、間接的損失若しくは損害、又は結果的損失若しくは損害につき、（かかる損

失が生じる可能性について事前に通知を受けていたか否かにかかわらず）社債権者に対して責任を

負わない。 

   発行会社、保証会社又は諸代理人のいずれかが、（国内外の）法律の制定、（国内外の）公共機

関の介入、戦争、ストライキ、封鎖、ボイコット、ロックアウトその他同様の事象又は状況により

支払又は交付の実施を妨げられる場合、当該事象又は状況が解消されるまでの間、かかる支払又は

交付を延期できるものとし、この場合、かかる延期につき追加額の支払又は交付を行う義務は生じ

ない。 

13．1999年（第三者の権利に関する）契約法 

 いかなる者も、1999年（第三者の権利に関する）契約法に基づいて本社債の条件を実施する権利を有さ

ない。 

14．準拠法及び管轄 

 (a) 本社債、利札及びマスター代理人契約、並びにそれらに起因又は関連して生じる一切の契約外の義

務は、イングランド法に準拠し、同法に従って解釈される。 

 (b) 本社債、利札及び/又はマスター代理人契約に起因又は関連して生じる一切の紛争については、イ

ングランドの裁判所がその専属的管轄権を有し、したがってそれらに起因又は関連して生じるあらゆ

る訴訟又は法的手続（以下「法的手続」という。）はかかる裁判所に提起される。 
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15．様式、額面、所有権及び譲渡 

(1) 様式、額面 

   本社債は、各本社債の額面10,000豪ドルの無記名式で発行され、記名式社債券に交換することは

できない。 

   本社債は当初、包括様式により発行され、特定の事由が生じた場合に限り確定様式の本社債券に

交換することができ、包括様式の社債券は当該包括社債券の要項に従って確定社債券に交換される。

かかる事由が生じた場合、発行会社は本要項第10項に従って迅速に社債権者に通知する。 

(2) 所有権 

   社債券及び利札の所有権はマスター代理人契約の規定に従って交付により移転する。 

   発行会社及び関連する諸代理人は、（法律により別途要求されるか、又は正当な管轄権を有する

裁判所により別途命令を受けた場合を除き）あらゆる社債券又は利札の所持人（以下において定義

される。）を、あらゆる目的上（かかる社債券の支払期日超過の有無を問わず、また所有権、信託

若しくはかかる社債券に対する持分に関する通知、かかる社債券面上（又はそれを表章する包括無

記名式社債券面上）の書き込み、又はかかる社債券の盗失若しくは紛失にかかわらず）その完全な

所有者とみなし、そのように扱い、いかなる者も所持人をそのように扱うことにつき責任を負わな

い。 

   本要項において、「社債権者」とは、無記名式社債券の持参人又は記名式社債券がその名義にお

いて登録されている者をいい、「所持人」とは、無記名式社債券又は利札に関しては当該無記名式

社債券又は利札の持参人をいい、記名式社債券に関しては記名式社債券がその名義において登録さ

れているものをいう。 

 (3) 無記名式社債券の譲渡 

   前記の規定に従うことを条件として、無記名式本社債券及び利札の所有権は、交付により移転す

る。 

 

課税上の取扱い 

課税一般について 

 以下に記載された情報は、現在本社債について適用される税法及び慣行の完全な要約ではない。本社

債に関する取引（購入、譲渡、償還、消却及び/又は行使を含む）、本社債に対する金利又はプレミア

ムの発生又は受領、受領可能資産の交付及び本社債の所持人の死亡は、潜在的な買主に税務上の影響を

与える可能性がある。税務上の影響は、とりわけ潜在的な買主の税務上の居住地及び/又は地位によっ

て異なりうる。それゆえ本社債の潜在的な買主は、本社債に関する取引により生ずる税務上の取扱い、

又は買主が税務上居住者とされる、若しくは納税の義務を負っている法域における税法上の影響につい

て、各自の税務顧問に助言を求めるべきである。とりわけ、関係課税当局が本社債に基づく支払をどの

ように特徴付けるかについては、いかなる表明もなされない。 

 本社債の買主及び/又は売主は、本社債の発行価格又は購入価格（異なる場合）に加えて、印紙税及

びその他の税の支払を要求される可能性がある。 

１．英国の租税 

 以下は、英国の現行の税法及び英国歳入税関庁の公表済みの実務に基づく一般的な記載であり、英国

の課税に関する特定の側面のみに関連して、当行が英国の現行の法律及び実務につき理解している事項

を要約したものである。下記は、すべての事項を網羅したものではない。また、本社債の実質的所有者

のみに関するものであり、特別規則の適用対象となる、特定のクラスの納税者（本社債の取引を業とす

る者、特定のプロ投資家及び発行会社又は保証会社と関係を有する者）に対しては適用されない。 

 本社債の保有者になろうとする者で、英国以外の法域で課税される可能性のある者又は課税状況につ

いて確信が持てない者は、各自で専門家の助言を受けるべきである。 
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(1) 本社債に対する利息の支払 

(i) 発行会社による利息の支払 

 発行会社は、発行会社が 2007 年所得税法（以下「本件法」という。）の第 991 条に定義される銀

行である限り、かつ、本社債に対する利息が本件法第 878 条に定義される通常の業務過程において

支払われる限り、英国の租税に関して源泉徴収又は控除を行うことなく利息を支払うことができる。 

(ii) 特定の本社債権者への利息の支払 

 本社債の利息は、その支払が行われる時点において発行会社が以下のいずれかに該当すると合理

的に確信できる場合には、英国の租税に関して源泉徴収又は控除を行うことなくこれを支払うこと

ができる。 

(a) 本社債につき支払われる利息を実質的に受ける権利を有する者が、かかる利息の支払に関して

英国法人税の課税対象となっていること。 

(b) 支払が本件法第 936 条に記載の課税が免除される団体又は者の区分の一つに対してなされる

こと。 

 但し、英国歳入税関庁が、（かかる利息の支払が、支払が行われる時点において「除外される支

払」に該当しないと同庁が確信する合理的な根拠を有する場合において）税金を控除した上で利息

を支払うよう指示した場合はこの限りではない。 

 (iii) その他の源泉徴収 

 その他の場合には、他の非課税若しくは免除規定を利用できる場合、又はかかる免除について適

用される二重課税防止条約により英国歳入税関庁から別途の指示を受けた場合を除いて、基準レー

トにより、本社債の利息の支払から英国の所得税に関して一定の額の源泉徴収を行うことを要する

場合がある。 

 さらに、他の非課税若しくは免除規定を利用できる場合、又はかかる免除について適用される二

重課税防止条約により英国歳入税関庁から別途の指示を受けた場合を除いて、英国の課税上、かか

る支払が利息に該当しないものの、年次の支払又は（現物決済が可能な社債券の場合は）「マニュ

ファクチャード・ペイメント」のいずれかに該当する場合には、基準税率により、本社債の支払か

ら英国の所得税に関して一定の額の源泉徴収を行うことを要する場合がある。 

(2) 報告要件 

 英国内の者で、個人である他者に利息を支払うか又はかかる他者に代わって利息を受領する者は、受

取人又は利息を受領する権利を有する者の身元に関して英国歳入税関庁に一定の情報を提供すること

を要求される可能性がある。特定の状況においては、かかる情報が他国の税務当局との間で交換される

場合がある。 

 上記の規定は、特定の状況においては、「割引率の高い有価証券」（2005 年所得税（取引その他の収

入）法）第 4部第 8章に定義される。）に該当する本社債の償還時に支払われるべき金額の支払にも適

用される可能性がある。しかしながら、英国歳入税関庁の公表済みの実務によれば、かかる情報は、2011

年 4 月 5日より前に支払われたかかる償還金額については必要とされないことになっている。 

 本社債の見込み所持人においては、貯蓄所得に対する課税に関する EU 指令に関する下記の開示も参

照されたい。 

 

貯蓄所得に対する課税に関する EU 指令 

 貯蓄所得に対する課税に関する欧州理事会指令（2003/48/EC）（以下「本件指令」という。）に基づ

き、EU の各加盟国は、その法域内の者から別の加盟国に居住する個人に対して行われた利息若しくはこ

れに類する所得の支払、又はその法域内の者が別の加盟国に居住する個人のために回収した支払につい

て、その支払の詳細をかかる別の加盟国の税務当局に提供することを要求される。但し移行期間中は、

オーストリア及びルクセンブルグは、（それぞれが別途の選択を行わない限り）この要件に代えて、か

かる支払について時の経過に伴い 35％まで増加する率にて税額を差し引く源泉徴収制度を適用する。移

行期間は、一定の非 EU 地域がかかる支払に関して情報の交換に同意した後、最初の 12 カ月間の会計年

度が終了した時点で終了する予定である。 

 また、多数の非 EU 加盟国（スイスを含む。）及び特定の加盟国内の独立した地域又は特定の加盟国

に関係する地域が、その法域内の者から加盟国内の個人若しくは加盟国内の一定のその他の者に対して

行われた支払、又はその法域内の者が加盟国内の個人若しくは加盟国内の一定のその他の者のために回

収した支払に関して、同様の手法（情報の提供又は移行的な源泉徴収のいずれか）を採用している。さ

らに、加盟国は、かかる独立した地域又は関係する地域の一部との間で、加盟国内の者からかかる地域

の一つに居住する個人に対して行われた支払、又は加盟国内の者がかかる地域の一つに居住する個人の

ために回収した支払に関して、情報の相互提供又は移行的な源泉徴収に関する取り決めを行った。 

 本社債の見込み所持人においては、欧州委員会が本件指令を改正する提案を公表済みである点に留意

されたい。提案されている改正が実施された場合、とりわけ、本件指令の適用範囲が(i)EU 加盟国に居

住する個人を最終的な受益者とする一定の中間的組織（加盟国において設立された組織であるか否かを

問わない。）を通じて行われた支払及び(ⅱ)利息に類するより広範囲の所得、に拡大される可能性があ

る。 
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２．日本国の租税 

 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによるリスク

や本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。 

 日本国の居住者及び内国法人が支払を受ける本社債の利息及び本社債の償還により支払を受ける金額

が本社債の発行価額を超える場合の差額（以下「償還差益」という。）は、日本国の租税に関する現行

法令の定めるところにより一般的に課税対象となる。なお、本社債の譲渡により生ずる所得については、

譲渡人が法人である場合は益金となるが、個人である場合には（一定の例外を除き）日本国の租税は課

されない。 

 日本国の非居住者及び外国法人が支払を受ける本社債の利息及び償還差益には、原則として日本国の

租税は課されない。なお、日本国の非居住者及び外国法人が本社債を日本国内において譲渡したことに

より生ずる所得については、譲渡人が日本国内に恒久的施設を有する外国法人である場合を除いて、原

則として日本国の租税は課されない。ただし、かかる外国法人の納税義務は、適用される租税条約の規

定により、さらに限定され又は免除されることがある。 

 

本社債に関するリスク要因 

 本社債への投資には一定のリスクが伴う。各投資家は、本社債へ投資することが適切か否か判断するにあ

たり、以下に記載されるリスク要因及びその他のリスク要因を検討すべきである。但し、以下の記載は本社

債に関連するすべてのリスクを完全に網羅することを意図したものではない。 

外国為替相場変動リスク 

 本社債の元利金は豪ドルで支払われるため、外国為替相場の変動により円で換算した場合の支払額がその

影響を受ける。また、これにより、円換算した償還価額又は売却価額が投資元本を割り込むことがある。 

金利 

 本社債については、豪ドルによる一連の固定利息の支払いが行われる。したがって、償還前の各本社債の

価値は豪ドルの金利の変動の影響を受ける。通常の状況のもとでは、本社債の豪ドル建ての価値は、豪ドル

の金利が低下する場合には上昇し、逆の場合には下落することが予想される。 

信用リスク 

 本社債の利息及び償還金の支払は発行者の義務である。発行者の財務状況の悪化等により発行者が本社債

の利息又は償還金を支払わず、又は支払うことができない場合には、投資家は損失を被り又は投資元本を割

り込むことがある。 

流動性及び市場性 

 本社債についてその流通性や市場性は必ずしも保証されるものではない。流動性や市場性が乏しい本社債

については、償還前の売却が困難であり、そのことが売却価格に悪影響を及ぼすおそれがある。 
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時価評価 

 償還前の本社債の価格は、金利の変動、発行会社の経営・財務状況の変化及びそれに伴う外部信用評価の

変化（例えば格付機関による格付の変更）等により上下するため、時価評価の対象とされている場合、本社

債の時価が投資元本を下回る場合には償還前においても損失を被り、また、実際に償還前に売却する場合、

売却金額が投資元本を割り込むことがある。 

税金 

 将来において、本社債についての課税上の取扱いが変更される可能性がある。よって、本社債を保有しよ

うとする者は、本社債の購入、所有若しくは売却に関する税金面での取扱いにつき、必要に応じて税務顧問

の助言を受けることが望ましい。 

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】 

 該当なし。 
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第二部【公開買付けに関する情報】 

 

 該当なし。 

 

第三部【参照情報】 

 

第１【参照書類】 

  会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照するこ

と。 

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】 

 

  事業年度 2009年度（自平成21年1月1日 至平成21年12月31日） 

  平成22年6月28日 EDINETにより関東財務局長に提出 

 

２【四半期報告書又は半期報告書】 

 

  事業年度 2010年度中（自平成22年1月1日 至平成22年6月30日） 

  平成22年9月30日 EDINETにより関東財務局長に提出 

 

３【臨時報告書】 

 

  該当なし。 

 

４【訂正報告書】 

 

  有価証券報告書の訂正報告書（上記１に係る訂正報告書） 

  平成22年8月18日 EDINETにより関東財務局長に提出 

 

第２【参照書類の補完情報】 

 

  該当なし。 

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】 

 

  該当なし。 

 

第四部【保証会社等の情報】 

 

  該当なし。 
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「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面  

 
会社名  バークレイズ・バンク・ピーエルシー  

代表者の役職氏名 グループ財務担当取締役 クリストファー・ルーカス 

 

1 当社は 1年間継続して有価証券報告書を提出しております。 

 

2 当社は一の格付機関により既に発行した社債券のいずれかに特定格付が付与され、かつ、 

  他の格付機関により既に発行した社債券又はその募集若しくは売出しに関し法第 4条第 1項に 

  規定する届出をしようとする社債券のいずれかに特定格付が付与されております 

  （これらの格付が公表されている場合に限ります。）。 

（1）格付が付与されている社債券（すでに発行されていたもの）の名称 

   バークレイズ・バンク・ピーエルシー第３回円貨社債(2009)  

   格付 Aa3  

   （格付を付与し、公表している格付機関名 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク） 

 

（2）格付が付与されている社債券（すでに発行されていたもの）の名称 

   バークレイズ・バンク・ピーエルシー第３回円貨社債(2009)  

   格付 AA-  
   （格付を付与し、公表している格付機関名 スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ） 
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 

 

１．事業内容の概要 

ＵＫリテール・バンキング 

 

ＵＫリテール・バンキングは、パーソナル・カスタマー、ホーム・ファイナンス、ローカ

ル・ビジネス、コンシューマー・レンディング及びバークレイズ・ファイナンシャル・プラ

ンニングの各部門で構成される。 

当事業部門は、顧客との間でより広く深い関係を築くことを狙いとしている。パーソナ

ル・カスタマー及びホーム・ファイナンスはリテール顧客に対して、当座預金、貯蓄預金及

び投資商品、ウールウィッチブランドのモーゲージ並びに一般保険を含めた幅広い商品及び

サービスを提供している。バークレイズ・ファイナンシャル・プランニングは、富裕層顧客

に対して、バンキング、投資商品及びアドバイスを提供している。 

ローカル・ビジネスは、小規模法人顧客に対してバンキング・サービスを提供している。

またＵＫリテール・バンキングは、バークレイズ・ストックブローカーズ等のバークレイズ

のその他の事業部門からより専門的なサービスを受けるための玄関口としての機能も果たし

ている。 

 

バークレイズ・コマーシャル・バンク 

 

バークレイズ・コマーシャル・バンクは、リレーションシップ及び各地域、セクター及び

商品の専門家のネットワークを通じて英国の81,000名以上の顧客に対してバンキング・サー

ビスを提供している。 

当事業部門は、取引先のニーズを把握するべく取引先と緊密に連絡をとりながら、商品、

専門知識及びサービスの総合的な組み合わせで構成される、資金調達、リスク管理、取引及

びキャッシュ・マネジメントに関するソリューションを提供している。これには、専門企業

によるアセット・ファイナンス及びリーシング・ファシリティが含まれる。 

 

バークレイカード 

 

バークレイカードは、マルチブランドの国際的クレジットカード、消費者金融貸付業務及

び支払決済業務部門である。現在、バークレイカードはヨーロッパ有数のクレジットカード

会社の一つであり、アメリカ合衆国及び南アフリカでも急速に事業を拡大している。 

英国におけるバークレイカードの活動には、「バークレイカード」ブランドのすべてのク

レジットカード、有担保貸付事業、及びリテール・ファイナンス事業であるバークレイズ・

パートナー・ファイナンスが含まれる。これらの事業のほか、バークレイカードは、スカイ
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カード等の主要なブランドと提携して提携カード事業を運営している。バークレイカードは、

引き続き英国市場をリードしており、2008年にはゴールドフィッシュの買収を通じて市場に

おける地位を強化した。 

バークレイカードは現在、ドイツ、南アフリカ及びアメリカ合衆国で事業を展開している

が、バークレイカードはこれらの地域で最も急成長を遂げているクレジットカード会社の一

つである。スカンジナビアにおいては、バークレイカードはスウェドバンクとの合弁企業で

あるエンターカードを通じて業務を行っている。 

支払決済業務を行っているバークレイカード・ビジネスは、89,000件の小売店及び業者の

ためにカードによる支払いを決済し、また法人顧客及び英国政府に対してクレジットカード

及びチャージカードを発行している。 

 

グローバル・リテール・アンド・コマーシャル・バンキング 

西ヨーロッパ 

 

「GRCB－西ヨーロッパ」は、スペイン、ポルトガル、フランス、イタリア及びロシアにお

けるリテール・バンキング業務及びコマーシャル・バンキング業務並びにバークレイカード

業務で構成されている。 

「GRCB－西ヨーロッパ」は、リテール・モーゲージ、当座預金及び定期預金、商業貸付、

無担保貸付、クレジットカード並びに投資及び保険商品を含めた様々な商品及びサービスを

提供し、バークレイズのリテール顧客、一般富裕層顧客及び法人顧客のニーズに応えている。 

 

グローバル・リテール・アンド・コマーシャル・バンキング 

エマージング市場 

 

「GRCB－エマージング市場」は、アフリカ、中東及び東南アジアの14の国におけるリテー

ル・バンキング業務及びコマーシャル・バンキング業務並びにバークレイカード業務で構成

されている。 

「GRCB－エマージング市場」は、ボツワナ、エジプト、ガーナ、インド、ケニア、モーリ

シャス、パキスタン、セイシェル、タンザニア、ウガンダ、アラブ首長国連邦（UAE）、ザン

ビア及びジンバブエにおけるリテール・バンキング及びコマーシャル・バンキングの顧客に

サービスを提供している。 

当事業部門は、顧客及び取引先に対して、各種の商品及びサービスを提供している。これ

には、当座預金、貯蓄預金、投資商品、モーゲージ並びに有担保貸付及び無担保貸付が含ま

れる。 

 

グローバル・リテール・アンド・コマーシャル・バンキング 
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アブサ 

 

「GRCB－アブサ」は、リテール・バンキング、コマーシャル・バンキング及びバンカシュ

アランス部門の三つの事業部門で構成されている。アブサ・グループのその他の業務はアブ

サ・キャピタル及びアブサ・カードであるが、これらはそれぞれ、バークレイズ・キャピタ

ル及びバークレイカードの一部に含まれている。 

「GRCB－アブサ」は、ヨハネスブルグ・ストック・エクスチェンジ・リミテッドに上場さ

れている、南アフリカ最大の金融サービス・グループの一つであるアブサ・グループ・リミ

テッドの一部門である。「GRCB－アブサ」は、当座預金、貯蓄預金商品、バンカシュアラン

ス商品、モーゲージ、割賦金融並びに資産運用を含めたあらゆるバンキング業務関連の商品

及びサービスを提供している。同部門は、商業顧客及び大企業顧客を対象としてカスタマイ

ズされたビジネス・ソリューションの提供も行っている。 

アブサの業務は主として、南アフリカで行われている。このほかに、当グループはモザン

ビーク、アンゴラ及びタンザニアの銀行の株式も保有している。 

 

バークレイズ・キャピタル 

 

バークレイズ・キャピタルは、世界有数の国際的な投資銀行であり、大企業、各国政府及

び機関投資家に対し戦略的アドバイス、資金調達及びリスク管理のニーズに応じたあらゆる

分野のソリューションを提供している。 

バークレイズ・キャピタルは、戦略的アドバイス及びM&A、株式及び債券による資金調達並

びに法人向け貸付並びに外国為替、金利、エクイティ及びコモディティ関連のリスク管理を

含む各種のサービスを顧客に提供する国際的な投資銀行である。 

その業務は主として次の３分野で構成される。即ち、コモディティ、クレジット商品、エ

クイティ、外国為替及び金利商品を含む「グローバル・マーケット」、法人向けアドバイス、

M&A、株式及び債券による資金調達並びに法人向け貸付を含む「インベストメント・バンキン

グ」、並びに「プライベート・エクイティ・アンド・プリンシパル・インベストメント」で

ある。バークレイズ・キャピタルには、アブサの投資銀行業務であるアブサ・キャピタルが

含まれる。 

バークレイズ・キャピタルは、顧客との関係及び商品からのシナジー効果を上げるために

当グループのその他すべての部門と緊密に連携している。 

 

バークレイズ・グローバル・インベスターズ 

 

バークレイズ・グローバル・インベスターズ（BGI）は世界最大級の資産運用会社であり、

資産運用商品・サービスを国際的に提供している。BGIはETF（上場投信）ビジネスにおいて、
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資産規模及びファンド数で国際的なリーダーであり、機関投資家及び個人投資家向けにBGIが

設定しているETFは世界で合計360本である。 

BGIは、インデックス運用、グローバル・アセット・アロケーション、そしてヘッジファン

ドを含むリスク管理型アクティブ運用戦略等、高度な運用商品とサービスを提供しており、

また、セキュリティーズ・レンディング、キャッシュ・マネジメント、ポートフォリオ・ト

ランジション・サービス等、資産運用に関連したサービスも提供している。 

BGIは、顧客により良いサービスを提供するため、商品の開発及び販売においてバークレイ

ズのその他の事業部門（特にバークレイズ・キャピタルとバークレイズ・ウェルス）と連携

している。 

 

バークレイズ・ウェルス 

 

バークレイズ・ウェルスは、世界各国の資産家、富裕層及び仲介代理店顧客に焦点を当て

ている。 

バークレイズ・ウェルスは、インターナショナル・バンキング及びプライベート・バンキ

ング、信託業務、投資運用並びに委託売買業務を提供している。 

バークレイズ・ウェルスは、顧客との関係及び商品からのシナジー効果を上げるために当

グループのその他すべての部門と緊密に連携している。これには例えば、バークレイズ・キ

ャピタル及びバークレイズ・グローバル・インベスターズが有する機関投資家向けの質の高

い商品及びサービスと併せて世界で一流の投資ソリューションを提供すること等が含まれる。 

 

本社機能及びその他の事業 

 

本社機能及びその他の事業は、以下で構成される。 

─本社機能及び本部サポート機能 

─移行事業 

─事業部門間の調整 

本社機能及び本部サポート機能は、以下の分野で構成される。経営執行部、ファイナンス、

財務、広報、人事、戦略・企画、内部監査、法務、秘書課、不動産、税務、コンプライアン

ス、及びリスク部門である。全面的に各事業部門のために使われた費用については、当該部

門に再計上される。 

移行事業は、主として特定の貸付ポートフォリオに関するものであり、これらの業務は、

関係資産からの回収額を最大限にする目的で本部において管理されている。 

 

２．主要な経営指標等の推移 

 別紙に記載。 
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（別紙） 

過去５年間の主要な経営指標 

【主要な経営指標等の推移】 
注： 当グループは 2004 年１月１日から国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）を適用しているが、

金融商品（国際会計基準（以下「IAS」という。）第 32 号及び IAS 第 39 号）及び保険契約（IFRS 第

４号）に関連する基準については適用していない。これらの基準は 2005 年１月１日から適用されて

いる。従って IAS 第 32 号、IAS 第 39 号及び IFRS 第４号適用時の影響は、「国際財務報告基準の初

回の適用」（以下「IFRS 第１号」という。）に準拠して 2004 年度の比較数値には反映されておらず、

これにより金融商品及び保険契約は 2004 年度の英国において一般に公正妥当と認められる会計原則

（UK GAAP）に従って会計処理されている。したがって、2005 年度、2006 年度、2007 年度及び 2008

年度の業績は影響を受ける項目について 2004 年度の業績とすべて比較することはできない。 

 2006年11月28日付けで提出された有価証券届出書に掲載の独立した監査人の監査報告書（2006年３

月９日付け）は、2005年12月31日終了事業年度に対する無限定適正意見を表明したものである。同監

査報告書は、IFRSに基づく2004年度の比較数値を意見の対象とはしていないが、2004年12月31日及び

2005年12月31日現在の連結財務書類（2004年度及び2005年度の２年度のバークレイズ・バンク・ピー

エルシーの損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書及び認識利得損失計算書を含む。）は、

米国証券取引委員会に提出されたフォーム20-Ｆによるバークレイズ・ピーエルシー年次報告書（以

下「フォーム20-Ｆ」という。）にも含まれていた。フォーム20-Ｆに含まれる独立した登録公認会計

事務所の報告書（2006年３月９日付け）では、2005年12月31日終了事業年度の前述の財務書類に含ま

れる、最近２年度の計数に対する無限定適正意見が表明されている。 

 

2004年度、2005年度、2006年度、2007年度及び2008年度の主要な経営指標（IFRSに基づく） 
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 

（単位：百万ポンド） 

 当グループ  

 2008年 2007年 2006年 2005年  2004年  

損益計算書からの 

抜粋データ（注２） 
       

保険金控除後の収益合計 23,069  23,031 21,656  17,364  14,117  

税引前利益 6,035  7,107 7,197  5,311  4,589  

当期純利益 5,249  5,126 5,256  3,872  3,310  

           

貸借対照表からの 

抜粋データ           

少数株主持分を除く 

株主資本 41,202  29,872 25,421  22,665  16,638  

資産合計 2,053,029  1,227,583 996,503  924,170  538,300  

          

キャッシュフロー計算書 

からの抜粋データ          

営業活動からの 

キャッシュ純額 32,870 (10,198) 10,057 3,679 5,204 

投資活動に使用された 

キャッシュ純額 (8,755) 10,016 (1,177) (5,432)  (7,033)  

財務活動からの 

キャッシュ純額 13,117  3,512 565  793  2,962  

現金及び現金同等物 

─期末現在 64,509  33,078 30,402  20,405   14,517   

           

その他          

平均従業員数（注１） 151,500  128,900 118,600  92,800   77,000  
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（続き） 

（単位：百万ポンド） 

  当行 

  2008年 2007年 2006年 2005年  2004年 

損益計算書からの 

抜粋データ（注２） 
          

保険金控除後の収益合計      11,092  9,832 

税引前利益      2,652  2,513 

当期純利益      2,149  2,047 

         

貸借対照表からの 

抜粋データ         

少数株主持分を除く 

株主資本  33,879 22,917 18,507 16,637  12,735 

資産合計  1,987,542 1,105,807 841,557  763,448  485,610 

         

キャッシュフロー計算書 

からの抜粋データ         

営業活動からの 

キャッシュ純額 
 41,436 (12,878) (5,642) 13,476  (1,899) 

投資活動に使用された 

キャッシュ純額 
 (20,840) 7,950 15,095  (9,748)  (2,537) 

財務活動からの 

キャッシュ純額  9,194 2,979 460  929  2,725 

現金及び現金同等物 

─期末現在  48,044 21,876 23,939  13,882  9,292 

          

その他           

平均従業員数（注１）  84,000 71,700 64,400  62,000  58,200 

 
(注１) 従業員数には臨時社員及び派遣職員を含まない。 

(注２) 1985年会社法第230条(3)に基づき、2006年度、2007年度及び2008年度について親会社の損益計算書は表示さ

れていない。 
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